
瀬戸市立学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。   

令和２年３月１６日 

  瀬戸市教育委員会    

 教育長  横 山 彰  

瀬戸市教育委員会規則第１号 

瀬戸市立学校管理規則の一部を改正する規則  

瀬戸市立学校管理規則（昭和３４年瀬戸市教育委員会規則第１号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第１（第１７条の１６関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 

南山中グループ 

 

南山中学校 效範小学校 水

南小学校 東山小学校 

 

 

＜省略＞ 

水無瀬中・にじ

の丘中グループ 

 

水無瀬中学校 陶原小学校 

長根小学校 にじの丘中学校

 にじの丘小学校 

＜省略＞ 
 

別表第１（第１７条の１６関係） 

共同実施グルー

プの名称 
構成校 

水無瀬中・南山

中グループ 

水無瀬中学校 陶原小学校 

長根小学校 南山中学校 效

範小学校 水南小学校 東山

小学校 

＜省略＞ 

祖東中・本山中

グループ 

祖東中学校 祖母懐小学校 

東明小学校 古瀬戸小学校 

本山中学校 深川小学校 道

泉小学校 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

 


